
 

 

平成３１年１月２１日 

 

 

一 部 店 舗 に お け る 窓 口 営 業 時 間 の 変 更 に つ い て  

 

 

 株式会社秋田銀行（頭取 新谷明弘）は、平成３１年２月１２日（火）より一部店舗の窓口営業時

間を下記のとおり変更することとなりましたのでお知らせいたします。 

 平成２８年９月の銀行法施行規則改正により、銀行店舗の営業時間の弾力化が認められたことを受

け、当行ではお客さまの来店状況を考慮し、一部店舗において昼の時間帯の１時間で、窓口を休業さ

せていただくことといたしました。 

 昼の窓口休業を導入し行員が手薄となる時間帯をなくすことで、営業時間中は万全の体制でお客さ

まをお迎えし、サービスの質の向上に努めてまいります。 

 ご利用いただいておりますお客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお

願い申しあげます。 

 

記 

 

１ 実施店舗および変更内容 

(1) 大潟支店、藤里支店、阿仁合支店、雄和支店 

 現 行 変更後 

窓口営業時間 ９：００～１５：００ 
９：００～１１：３０ 

１２：３０～１５：００ 

休業時間 － １１：３０～１２：３０ 

 (2) 八森支店 

 現 行 変更後 

窓口営業時間 ９：００～１５：００ 
９：００～１２：３０ 

１３：３０～１５：００ 

休業時間 － １２：３０～１３：３０ 

 

２ 実施日 

  平成３１年２月１２日（火） 

 

３ その他 

  店内に設置しておりますＡＴＭにつきましては営業時間の変更はございませんので、休業となる

昼の時間帯もご利用いただけます。 

（以 上） 


